
議案第 ５１ 号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１

３号の規定により、損害賠償の額を決定し、和解することについて、議会の

議決を求める。 

 

              令和 ７ 年 ９ 月 ９ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

記 

 

１ 和解の相手方 

   事故の相手方軽乗用車両の所有者（市内在住者）  

 

２ 事故の概要  

  令和７年６月２０日午後３時１０分頃、燕市粟生津地内の交差点にお

いて、こども未来課職員が運転する公用車（リース車両）が、一時停止

標識を見落とし直進したところに、優先道路を左側から進行してきた相

手方軽乗用車両と衝突し、両者の車両が破損したもの。  

 

３ 和解の内容  

（１）市の過失割合を８割とし、市は相手方に対し、  

損害賠償金６８４，９８０円を支払う。  

（２）相手方の過失割合を２割とし、相手方は市に対し、  

損害賠償金１１０，９９０円を支払う。  

（３）和解成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求及び訴えの提起を

行わない。  
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